
 

であっても下位の者の順位は繰り上げない。

第３章　各シリーズの参加資格・シリーズ表彰
第３条【ジムカーナ部門】

３－１　ＪＭＲＣオールスター選抜戦／チャンピオンシリーズ

１）参加資格 
２０１２年日本ジムカーナ選手権規定通りとする。

２）シリーズ表彰 
ＰＮ１  １～６位 
Ｎ－１・１．５・２・３・４ 各クラス １～６位 
Ｂー１・２・３ 各クラス １～６位 
Ｓ－１・２・３ 各クラス １～６位 
レディースクラス  １～６位 
年間のクラス参加平均台数によって制限する。但し平均台数の 
１／２を超えないこととする。

３－２　ＪＭＲＣ近畿ミドルシリ－ズ

１）参加資格

下記に当てはまる者は本年度のミドルシリーズに参加できない。

＜１＞ 前年度のチャンピオンシリーズのポイントが３位以内の者 
（レディースクラス・ＰＮ１クラス２位以内の者）

＜２＞前年度ミドルシリーズのポイント順位は問わない

２）シリーズ表彰

ＮＢ－１・２・３・４ 各クラス １位～６位
ＧＴ－１５００・ＦＷＤ・ＲＷＤ・４ＷＤ 各クラス １位～６位
年間のクラス参加平均台数によって制限する。但し平均台数の 
１／２を超えないこととする。

第４条 【ダートトライアル部門】
４－１　クラス区分

共通規則書10条「参加車両」の分類に基づき、ＰＮ部門、Ｎ部門、
ＳＡ部門、ＳＣ部門、Ｄ部門の５部門で構成される。

１）チャンピオンシリーズ（ＪＡＦ地方選手権）

ＰＮ　　　　２輪駆動のＰＮ車両

Ｎ１　　　　２輪駆動のＮ車両

Ｎ２　　　　1600cc以下の４輪駆動のＮ車両
Ｎ３　　　　1600ccを越える４輪駆動のＮ車両
Ｓ１　　　　２輪駆動のＳＡ・ＳＣ車両

Ｓ２　　　　４輪駆動のＳＡ・ＳＣ車両

Ｄ　　　　　全てのＤ車両

２）ジュニアシリーズ

ＳＲ　　　　ＲＷＤのＮ・ＳＡ・ＳＣ車両

Ｊ１　　　　２輪駆動のＮ・ＳＡ・ＳＣ車両

Ｊ２　　　　４輪駆動のＮ・ＳＡ・ＳＣ車両

４－２　シリーズ表彰

チャンピオンシリーズ：各クラス３位まで。７クラス計２１名

ジュニアシリーズ：各クラス３位まで。３クラス計９名

４－３　ジュニアシリーズ参加資格

　１）ビギナー及び継続的に参加する選手を優先する。

　２）前年度チャンピオンシリーズ各クラス３位以内の選手の参加を認

めない。ただしオープン参加はこの限りではない。

　３）ジュニアシリーズ各クラス（ＳＲクラスを除く）2012年度チャ
ンピオンは、2013年度1年間は当該クラスの参加は出来ない。た
だし、クラス変更に限り認める。

４－４　 学生割引対象者の資格
参加時に学生であることを証明できる書類（コピー可）を提出で

きる者で、尚且つ25歳以下の者とする

ＪＭＲＣ近畿アベレージラリー 
共通規則書

第１章　総　　則
　本共通規則は２０１２年度に開催されるＪＡＦ近畿地域クラブ協議会（以下ＪＭ

ＲＣ近畿と称する）アベレージラリーシリーズ競技会に適用される。本共通規則書

に記載されていない競技運営に関する実施細目および指示項目は、各競技会特別規

則書および公式通知によって示される。尚、各競技会特別規則書に記載された内容

は、それの指示する範囲において本共通規則より優先する。また、各競技会の競技

参加者および競技運転者（乗員）は２０１２年ＪＡＦ国内競技規則、２０１２年Ｊ

ＡＦ国内競技車両規則、ＪＡＦの公示、本共通規則および各競技会特別規則を熟 
知・承認して参加するものとする。
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第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則、並びにそれに準拠した日本自動車連盟

（ＪＡＦ）の国内競技規則、ＪＭＲＣ近畿共通規則及び本大会特別規則に従って開 
催される。

第１条　競技会の名称

・ＪＭＲＣ近畿アベレージラリーシリーズ第○戦

○○○ラリー

第２条　競技種目

ラリー（四輪自動車によるリライアビリティーラン）

第３条　競技会の格式

ＪＡＦ公認：（準国内／地方／クローズド）格式競技

公認番号：２０１２－３３○○号

第４条　開催日程

２０１２年　　月　　日（　）～　　日（　）○日間

第５条　開催場所および競技距離

○○をスタートする約　　　km
第６条　競技内容

第１種アベレージラリー

コースの総距離　　約○○km
路面の種類

第７条　オーガナイザー

ＪＡＦ登録加盟クラブ「名称、所在地、代表者氏名」

第８条　大会役員

組織委員長：

組織委員　：　　　　　　　　　組織委員　：

第９条　競技会主要役員

【審査委員会】

審査委員長　：　　　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　：　　　　　　　　（組織委員会任命）

【主要オフィシャル】

競技長　　　：　　　　　　　　　副競技長　：

コース委員長：　　　　　　　　　計時委員長：

技術委員長　：　　　　　　　　　救急委員長：

事務局長　　：

第10条　参加申込および参加料
参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必

要事項を正確に記入し、参加料および保険料（オーガナイザーに保険加入

してもらう場合）を添えて行うこと（受付期間内必着）。

参加申込先および問合せ先（大会事務局）：　

参加受付期間：　　　　　提出書類：　　　　　参加料：

その他（サービス他、有料の場合には全て記載）

第11条　競技会に有効な保険
競技参加者は、競技会特別規則に任意保険の加入が義務付けられている場

合は、それに従うこと。

○ 未加入者は参加申込時に別紙保険料と参加車両の車検証の写しを必ず同
封すること。

○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書また
は保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。

第12条　競技のタイムスケジュール
受付：　　　　　車両検査：　　　　　ブリーフィング：

スタート（１号車予定）：　　　　ゴール（１号車予定）：

再車両検査：　　　　　表彰式（予定）：

第13条　賞典

第３章　競技参加に関する基準規則
第14条　参加資格
１．競技参加者は当該年有効なＪＡＦ競技参加者許可証を所持していなければ

ならない。但し、クルーが競技参加者を兼ねる場合、この限りではない。

２．クルーは当該年有効なＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ以上を所持している

こと。但し、クローズド部門については、この限りではない。

３．クルーが２０歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする。

第15条　参加車両
2012年ＪＡＦ国内競技車両規則ラリー車両規定（ＲＮ・ＲＪ・ＲＦ）に従っ
た車両で、下記の条件を満たすこと。

１．純正又は車検対応マフラーを装着していること。

２．2012年ＪＡＦ国内競技車両規則で定められた消火装置を装備すること。
但し、Ｆ車両での参加はその限りでない。

３．非常用停止表示板（三角）２枚、赤色灯、非常用信号灯、牽引用ロープ、

救急用品を携行していること。

＜Ｆ車両＞

道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するに足りる条件を満たし

ている量産車両。アベレージラリー競技会にのみ参加できる。
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第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則、並びにそれに準拠した日本自動車連盟

（ＪＡＦ）の国内競技規則、ＪＭＲＣ近畿共通規則及び本大会特別規則に従って開 
催される。

第１条　競技会の名称

・ＪＭＲＣ近畿アベレージラリーシリーズ第○戦

○○○ラリー

第２条　競技種目

ラリー（四輪自動車によるリライアビリティーラン）

第３条　競技会の格式

ＪＡＦ公認：（準国内／地方／クローズド）格式競技

公認番号：２０１２－３３○○号

第４条　開催日程

２０１２年　　月　　日（　）～　　日（　）○日間

第５条　開催場所および競技距離

○○をスタートする約　　　km
第６条　競技内容

第１種アベレージラリー

コースの総距離　　約○○km
路面の種類

第７条　オーガナイザー

ＪＡＦ登録加盟クラブ「名称、所在地、代表者氏名」

第８条　大会役員

組織委員長：

組織委員　：　　　　　　　　　組織委員　：

第９条　競技会主要役員

【審査委員会】

審査委員長　：　　　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　：　　　　　　　　（組織委員会任命）

【主要オフィシャル】

競技長　　　：　　　　　　　　　副競技長　：

コース委員長：　　　　　　　　　計時委員長：

技術委員長　：　　　　　　　　　救急委員長：

事務局長　　：

第10条　参加申込および参加料
参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必

要事項を正確に記入し、参加料および保険料（オーガナイザーに保険加入

してもらう場合）を添えて行うこと（受付期間内必着）。

参加申込先および問合せ先（大会事務局）：　

参加受付期間：　　　　　提出書類：　　　　　参加料：

その他（サービス他、有料の場合には全て記載）

第11条　競技会に有効な保険
競技参加者は、競技会特別規則に任意保険の加入が義務付けられている場

合は、それに従うこと。

○ 未加入者は参加申込時に別紙保険料と参加車両の車検証の写しを必ず同
封すること。

○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書また
は保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。

第12条　競技のタイムスケジュール
受付：　　　　　車両検査：　　　　　ブリーフィング：

スタート（１号車予定）：　　　　ゴール（１号車予定）：

再車両検査：　　　　　表彰式（予定）：

第13条　賞典

第３章　競技参加に関する基準規則
第14条　参加資格
１．競技参加者は当該年有効なＪＡＦ競技参加者許可証を所持していなければ

ならない。但し、クルーが競技参加者を兼ねる場合、この限りではない。

２．クルーは当該年有効なＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ以上を所持している

こと。但し、クローズド部門については、この限りではない。

３．クルーが２０歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする。

第15条　参加車両
2012年ＪＡＦ国内競技車両規則ラリー車両規定（ＲＮ・ＲＪ・ＲＦ）に従っ
た車両で、下記の条件を満たすこと。

１．純正又は車検対応マフラーを装着していること。

２．2012年ＪＡＦ国内競技車両規則で定められた消火装置を装備すること。
但し、Ｆ車両での参加はその限りでない。

３．非常用停止表示板（三角）２枚、赤色灯、非常用信号灯、牽引用ロープ、

救急用品を携行していること。

＜Ｆ車両＞

道路運送車両の保安基準に適合し、公道を走行するに足りる条件を満たし

ている量産車両。アベレージラリー競技会にのみ参加できる。

46 47



第16条　参加台数
参加台数は、原則として全クラスを通じ最大６０台とする。申込台数が

６０台を超えた場合は、競技会組織委員会の選考により決定する。

第17条　クラス区分
排気量区分なし

第18条　参加受理
１．競技会事務局に於いて、参加者の正式受理を決定し参加者に参加受理書で

通知する。

２．参加不受理の場合は、事務諸経費2,000円を差し引いて参加料を返還する。
また、正式参加受理後、参加料および提出書類は一切返還されない。

３．正式参加受理後のクルーの変更は認められない。但し、ナビゲーターにつ

いては、競技会審査委員会が認めた場合はこの限りではない。

４．参加車両の変更は、同一クラス内に限り競技会３日前までに競技会審査委

員会が認めた場合変更できる。

５．オーガナイザーは参加者に対して、その理由を明示する事なく参加を拒否

する権限を保有する。

第４章　　競技に関する基準規則
第19条　競技会受付（参加確認受付）

競技会受付では、競技参加者許可証、参加受理書、クルーの運転免許証・

競技運転者許可証・健康管理カード・ＪＭＲＣ近畿登録会員証、参加車両

の自動車検査証・自動車損害賠償責任保険証、ラリー競技に有効な自動車

保険証書（加入が明確に確認できるもの、写し等は不可）等必要書類を速

やかに提出すること。

第20条　車両検査
技術委員により参加車両の検査、サービス作業の管理およびマーキング・

封印を行う。車両検査の合否の最終的な判定は技術委員長の判断となる。

１．車両検査はタイムスケジュールに従って指定の場所で受けなければならな

い。車両検査を受けていない場合（競技会審査委員会が不可抗力と認めた

場合を除く）および車両検査不合格の場合（競技会審査委員会は規則に合

致させるための限られた修復時間を与える場合がある）はそれ以降の出走

はできない。

２．出走前車両検査は第15条、第33条および保安部品、安全装備を重点的に
行う。追加走行用前照灯、前部霧灯を使用する場合は出走前車両検査時に

確認を受け、その状態を維持すること。

３．ラリー終了後、指示された車両に対し最終車両検査を行う。また、競技会

審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは抗議

の内容により必要とされる場合、分解を伴う検査を行う。最終車両検査の

対象になった競技参加者はその指示に従うこと。その際の分解、組付けに

必要な工具・部品・費用は全て競技参加者の負担とする。

４．ゼッケン番号はオーガナイザーが決定する。オーガナイザーより配布され

たゼッケン（全周テーピング）、ＪＡＦ公認競技会之証、広告は指定され 
た位置に正しく貼付されなければならない。

第21条　チェックポイント（ＣＰ）
１．ＣＰはＣＰ看板又は白線にて明示し、看板は原則として進行方向の左側に

設置され、その確認はクルーの義務とする。

２．ＣＰには逆進入および並進入してはならない。並進入の場合、進行方向右

側の車両は計時されない（ＣＰ不通過）。

３．ＣＰではオフィシャルの指示に従い、ＣＰライン通過後、計時車付近で停

車し、チェックカードの受け渡しまたはＣＰカードの交付を受けること。

また、計時車付近で逆走（後退を含む）してはならない。

４．チェックカードまたはＣＰカードの記入内容を確認の上、速やかに車両を

前方に移動すること。

５．チェックカードまたはＣＰカードの記入内容に関する訂正および再発行の

請求は、計時を受けたＣＰ責任者（ＣＰチーフ）に対して直ちに行うもの

を最終とする。また、その際には後続車両の進行の妨げにならない位置に

停車後、下車して行い、ＣＰ任務行為を妨げてはならず、請求に要した時

間は考慮されない。

６．ＣＰは先頭スタート車の到着予定時刻２０分前までに開設し、最終スター

ト車の到着予定時刻の３０分後に閉設される。

７．ＣＰチーフは、ＣＰ付近での違反行為・ルールや指示の無視・著しい車体

や保安部品や排気系統の破損・故意の時間調整を確認した場合、リタイヤ

勧告またはペナルティーを課す権限を有する。

第22条　パスコントロールポイント（ＰＣ）
ルート上にＰＣ（指示速度変更地点）を設定し、指示速度を変更すること

がある。この場合の正解時間の計算は秒未満を切り捨てる。また、ＰＣの

確認はクルーの義務とし、ＰＣが目標物の場合は原則として進行方向の左

側より設置されているものとする。

第23条　計時
１．オフィシャルの用意する時計（ＮＴＴの時報基準）によって計時される。

２．計時は、車両の前輪の中心がＣＰラインを通過した時刻を計測する。

３．ＣＰにおける計時は、秒未満を切り捨てる。

４．ＣＰのスタート時刻は、ＣＰカードに記入された時刻とする。
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第16条　参加台数
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第17条　クラス区分
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第４章　　競技に関する基準規則
第19条　競技会受付（参加確認受付）
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第24条　減点
１．各ＣＰ区間において、正解時間と各クルーの所要時間の差、１秒につき１

点の減点とし、各ＣＰ区間の減点を加算して合計減点とする。

第25条　採点
各ＣＰ間の標準所要時間と参加者の所要時間との差が遅早１秒につき１点

とする。

第26条　ペナルティ
下記の行為をオフィシャルが確認した場合、その判断により次のとおりペ

ナルティが課される。

１．受付、チェックカードまたはコントロールシート提出に遅れた場合、１分

につき１０点。

２．競技参加者およびクルーがブリーフィングに遅刻したとき、競技会審査委

員会の裁定により失格を上限、６０点を下限とする。

３．チェックカード、コントロールシートの計算誤りをした場合、１ヶ所につ

き１０点。

４．サービスパークにおいて、サービス管理者の指示に従わなかった場合、１

回につき６０点。またサービス員がこの行為を行った場合、当該サービス

員のサービス対象であるクルー全てがペナルティ対象となる場合がある。

５．第30条罰則に該当するペナルティ。
第27条　順位決定

競技減点合計とペナルティの和をもって総減点とし、総減点の少ないもの

を上位とする。

総減点が同じ場合は下記の順により順位を決定する。

１．０減点区間が多い者。

２．ペナルティの少ない者。

３．各区間の二乗減点の合計が少ない者。

４．競技会審査委員会の決定による。

第28条　リタイヤ・競技の離脱
１．競技会受付終了後、出走しない場合、また出走後、途中で棄権する場合は

直ちに最寄りのオフィシャルにその旨を記した書面（リタイヤ届）をもっ 
て申告すること。提出が不可能の場合は電話等の手段で競技会事務局（大 
会本部）に連絡すること。

２．リタイヤまたは失格となり競技を離脱する場合は、直ちにゼッケン、ラリ 
ー競技会之証および競技関係貼付物を取り除くこと。

第29条　競技の中断、又は打ち切り
１．事故、故障車、災害、悪天候その他の事由により競技を中断又は打ち切り

をすることがある。この場合は競技会審査委員会の裁定により行う。

２．上記については、そのつどコース又は、競技役員により確認しやすい場所

に掲示して、その旨及び対策を指示する。

第30条　罰則
下記の事項をオフィシャルに確認された場合、競技会審査委員会の裁定に

より失格、出走不可、罰金、ペナルティが課される。

○出走不可（競技スタートできない）項目

１．競技会受付時に不備があるとき。

２．定められた時刻に出走前車両検査を受けなかった場合。（競技会審査委 
員会により不可抗力と認められた場合を除く）

３．出走前車両検査において規則に適合しないと判断された場合。

４．競技参加者およびクルーがブリーフィングに欠席したとき。

○失格およびオフィシャルに失格勧告される項目

５．交通事故を起こしたとき、または、道路交通法に違反したとき。

６．リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。

７．走路妨害を含め他のクルーに対して故意の妨害行為を行ったとき。（妨 
害された参加者の申告により競技長が認めた場合も含む。）

８．競技参加者やクルー、その関係者による不正行為があったとき。

９．著しいマナー違反や競技者としての態度や品行に問題があるとき

10．競技中にクルー１名の離脱および乗員または車両を変更したとき
11．他車による牽引、運搬等により競技進行をしたとき。
12．クルーの過失によりＣＰカードの発給を受けなかった場合。
13．ＣＰ逆進入、ＣＰ不通過あるいはＣＰカード紛失により採点不可能の区
間があるとき。

14．ＣＰカード、コントロールシートを改竄したとき。
15．指示された順序に従い、かつ競技ルートの進行方向に沿ってチェックイ
ンしなかった場合。

16．車両規則違反が発見されたとき。
17．最終車両検査を拒否したとき。
18．著しい車体や保安部品や排気系統の破損をしたとき。
19．オフィシャルの重要な指示に従わなかったとき。
20．国内競技規則第１種アベレージラリー開催規定第６条、遵守事項に対す
る重大な違反が発覚したとき。

○ 競技会審査委員会の裁定により失格、出走不可、罰金、ペナルティが課さ
れる場合がある項目

21．競技参加者またはクルーがブリーフィングに遅刻したとき。
22．第20条車両検査１に定められた必要書類を持参しなかったことにより車

両検査オフィシャルが当該車両の適合性について確認できなかった場合。
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第24条　減点
１．各ＣＰ区間において、正解時間と各クルーの所要時間の差、１秒につき１

点の減点とし、各ＣＰ区間の減点を加算して合計減点とする。

第25条　採点
各ＣＰ間の標準所要時間と参加者の所要時間との差が遅早１秒につき１点

とする。

第26条　ペナルティ
下記の行為をオフィシャルが確認した場合、その判断により次のとおりペ

ナルティが課される。

１．受付、チェックカードまたはコントロールシート提出に遅れた場合、１分

につき１０点。

２．競技参加者およびクルーがブリーフィングに遅刻したとき、競技会審査委

員会の裁定により失格を上限、６０点を下限とする。

３．チェックカード、コントロールシートの計算誤りをした場合、１ヶ所につ

き１０点。

４．サービスパークにおいて、サービス管理者の指示に従わなかった場合、１

回につき６０点。またサービス員がこの行為を行った場合、当該サービス

員のサービス対象であるクルー全てがペナルティ対象となる場合がある。

５．第30条罰則に該当するペナルティ。
第27条　順位決定
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をすることがある。この場合は競技会審査委員会の裁定により行う。

２．上記については、そのつどコース又は、競技役員により確認しやすい場所

に掲示して、その旨及び対策を指示する。

第30条　罰則
下記の事項をオフィシャルに確認された場合、競技会審査委員会の裁定に

より失格、出走不可、罰金、ペナルティが課される。

○出走不可（競技スタートできない）項目

１．競技会受付時に不備があるとき。

２．定められた時刻に出走前車両検査を受けなかった場合。（競技会審査委 
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６．リタイヤの申告をせず競技から離脱したとき。

７．走路妨害を含め他のクルーに対して故意の妨害行為を行ったとき。（妨 
害された参加者の申告により競技長が認めた場合も含む。）

８．競技参加者やクルー、その関係者による不正行為があったとき。

９．著しいマナー違反や競技者としての態度や品行に問題があるとき

10．競技中にクルー１名の離脱および乗員または車両を変更したとき
11．他車による牽引、運搬等により競技進行をしたとき。
12．クルーの過失によりＣＰカードの発給を受けなかった場合。
13．ＣＰ逆進入、ＣＰ不通過あるいはＣＰカード紛失により採点不可能の区
間があるとき。

14．ＣＰカード、コントロールシートを改竄したとき。
15．指示された順序に従い、かつ競技ルートの進行方向に沿ってチェックイ
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17．最終車両検査を拒否したとき。
18．著しい車体や保安部品や排気系統の破損をしたとき。
19．オフィシャルの重要な指示に従わなかったとき。
20．国内競技規則第１種アベレージラリー開催規定第６条、遵守事項に対す
る重大な違反が発覚したとき。

○ 競技会審査委員会の裁定により失格、出走不可、罰金、ペナルティが課さ
れる場合がある項目
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22．第20条車両検査１に定められた必要書類を持参しなかったことにより車

両検査オフィシャルが当該車両の適合性について確認できなかった場合。
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23．競技中に無線機および携帯電話を使用したとき。（緊急を要する場合の
警察・消防・競技会本部への携帯電話の使用はこの限りではない）

24．競技中にクルー以外の第３者を競技車両に乗せた場合。（負傷者を搬送
する場合を除く）

25．定められたラリー行程から離脱した場合。（競技会審査委員会から不可
抗力と認められた場合を除く）

26．ＣＰ通過正解時刻に対し２０分以上の早着、３０分以上の遅着があった
とき。

27．オフィシャルの指示に従わなかったとき。
28． 各諸規則および本共通規則、競技会特別規則に関する重大な違反があっ

たとき。

第５章　　サービスに関する基準規則
第31条　サービス（整備作業）
１．サービス登録は所定の登録用紙にて申込むこと。

２．サービスを行う場所は競技会受付にて指示する。

３．サービスの範囲

（１）タイヤの交換

（２）ランプ類のバルブの交換

（３）点火プラグの交換

（４）Ｖベルトの交換

（５）各部点検増締

（６）上記（１）～（５）以外にオーガナイザーが定める範囲

４．サービス実施後は必ず担当オフィシャルの確認を受けること。

５．本条３の範囲以外に何らかのサービスを行う必要がある場合は、技術委員

長の許可を得ること。

第６章　　その他の安全規定
第32条　クルーの装備

安全ベルトは必ず装着し、オーガナイザーの指示がある場合は必ずヘルメ 
ットを着用すること。

第33条　一般安全規定
１．オーガナイザーの指示のある区間はサイドウィンドウを閉じて走行すること。

２．事故や何らかのトラブルにより停止した場合、非常用停止表示板（１つは

５０ｍ以上手前の停止車両側に配置）、赤色灯、非常用信号灯を用いて後 
続車両に適切な合図を行わなければならない。

３．他車に追従する場合または対向車のある場合は、前照灯の照射方向を適切

に変換し、眩惑を生じないよう留意すること。

４．明らかに追い越そうとしている車両がある場合は、安全かつすみやかに進

路を譲ること。

第７章　　抗　　議
第34条　抗議
１．参加者は自己チームが不当に処遇されていると判断するときは、抗議する

ことが出来る。但し本規則に規定された参加拒否、又は競技役員が課した

判定に対する抗議は受け付けない。

２．抗議は抗議対象となる理由を具体的に文書に記述し、一件につき20,300円
の抗議料を添えて競技長を経て競技会審査委員会に提出しなければならな

い。

３．口頭及び連名による抗議は、一切受け付けない。

４．競技中の過失または反則に関する抗議は、自己のチェックカードまたはコ

ントロールシート提出時間内に行わなければ無効とする。

５．競技成績に関する抗議は、暫定結果発表後３０分以内に行わなければ無効

とする。

６．競技会審査委員会の裁定結果は、審査委員長より口頭にて当事者に通告さ

れる。

第８章　　損害の補償
第35条　損害の補償
１．競技参加者、クルーは参加車両およびその付属品が破損した場合および第

三者に損害を与えた場合、その責任を自己が負わなければならない。

２．競技参加者、クルーはＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、オフィシャル、

道路管理者、警察および関係省庁が一切の損害事故の責任を免除されてい

ることを了承しなければならない。すなわち競技役員がその役務遂行に最

善を尽くすことはもちろんであるが、競技参加者、クルー、サービス員の

負傷、死亡その他車両の損害賠償に対してＪＡＦ、オーガナイザー、大会

役員、オフィシャル、道路管理者、警察および関係省庁は一切補償責任を

負わない。

３．競技参加者、クルー、サービス員が競技中に起こしたオーガナイザーおよ

び役員車またその設備や道路関係施設、会場施設・備品、樹木等の事故は

いかなる場合も競技参加者が責任をもって賠償するものとする。
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第９章　　規則の解釈および施行
第36条　罰則について

競技参加者、クルー、サービス員、助手その他の何人であっても、ＦＩＡ

国際競技規則、同付則およびＪＡＦ国内競技規則、同付則、本共通規則、

競技会特別規則、ＪＡＦの告示、公式通知のいずれかに違反するときはＪ

ＡＦ国内競技規則に従い罰則（訓戒・罰金・競技会出場停止・資格停止・

資格取消）を競技会審査委員会またはＪＡＦの決定により課される。

第37条　本共通規則の解釈
本共通規則、競技会特別規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生

じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。

第38条　本共通規則の施行ならびに記載されていない事項
１．本共通規則の適用は本シリーズ競技会に適用されるもので参加受付と同時

に有効となる。

２．本共通規則に記載されていない競技に関する事項は、ＪＡＦ国内競技規則、

同付則に従う。

３．公式通知はその示す範囲において、すでに示された事項に優先する。

４．各規則書発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先

する。

 以　上

ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリー共通規則書

第１章　総　　則
　本共通規則は２０１２年度に開催されるＪＡＦ近畿地域クラブ協議会（以下ＪＭ

ＲＣ近畿と称する）ＳＳラリーシリーズ競技会に適用される。本共通規則書に記載

されていない競技運営に関する実施細目および指示項目は、各競技会特別規則書お

よび公式通知によって示される。尚、各競技会特別規則書に記載された内容は、そ

れの指示する範囲において本共通規則より優先する。また、各競技会の競技参加者

および競技運転者（乗員）は２０１２年ＪＡＦ国内競技規則、２０１２年ＪＡＦ国

内競技車両規則、ＪＡＦの公示、本共通規則および各競技会特別規則を熟知・承認

して参加するものとする。

第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　本競技会は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した日本自動車連盟

（ＪＡＦ）の国内競技規則とその付則、２０１２年日本ラリー選手権規定、ＪＭＲＣ

近畿共通規則及び本大会特別規則に従って開催される。

第１条　競技会の名称

ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ第○戦　　○○○ラリー

第２条　競技種目

ラリー競技開催規則の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に

従ったスペシャルステージラリー

第３条　競技会の格式

ＪＡＦ公認：準国内格式競技　　　公認番号：２０１２－３３○○号

第４条　開催日程、開催場所および競技距離

１．２０１２年　　月　　日（　）～　　日（　）○日間

２．○○をスタート及びフィニッシュとする約　　　km
第５条　大会本部（ＨＱ）

１．所在地、名称、電話番号

２．大会本部開設および閉鎖時間

３．大会本部レイアウト図（別途）

第６条　競技内容

１．スペシャルステージの路面　　：

２．スペシャルステージ総走行距離：

３．スペシャルステージの数　　　：

４．セクションの数　　　　　　　：

５．レグの数　　　　　　　　　　：

６．レッキ：無・有（具体的な実施方法を明記）

第７条　オーガナイザー

ＪＡＦ登録加盟クラブ「名称、所在地、代表者氏名」

第８条　大会役員

組織委員長：

組織委員　：　　　　　　　　　組織委員　：

第９条　競技会主要役員

【審査委員会】

審査委員長　：　　　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　：　　　　　　　　（ＪＭＲＣ中部派遣）

【主要オフィシャル】

競技長　　　：　　　　　　　　　副競技長　　　：
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じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。

第38条　本共通規則の施行ならびに記載されていない事項
１．本共通規則の適用は本シリーズ競技会に適用されるもので参加受付と同時
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２．本共通規則に記載されていない競技に関する事項は、ＪＡＦ国内競技規則、

同付則に従う。

３．公式通知はその示す範囲において、すでに示された事項に優先する。

４．各規則書発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先

する。

 以　上

ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリー共通規則書

第１章　総　　則
　本共通規則は２０１２年度に開催されるＪＡＦ近畿地域クラブ協議会（以下ＪＭ

ＲＣ近畿と称する）ＳＳラリーシリーズ競技会に適用される。本共通規則書に記載

されていない競技運営に関する実施細目および指示項目は、各競技会特別規則書お

よび公式通知によって示される。尚、各競技会特別規則書に記載された内容は、そ

れの指示する範囲において本共通規則より優先する。また、各競技会の競技参加者

および競技運転者（乗員）は２０１２年ＪＡＦ国内競技規則、２０１２年ＪＡＦ国

内競技車両規則、ＪＡＦの公示、本共通規則および各競技会特別規則を熟知・承認

して参加するものとする。

第２章　特別規則書に記載する内容
公　　　示

　本競技会は、ＦＩＡの国際モータースポーツ競技規則に準拠した日本自動車連盟

（ＪＡＦ）の国内競技規則とその付則、２０１２年日本ラリー選手権規定、ＪＭＲＣ

近畿共通規則及び本大会特別規則に従って開催される。

第１条　競技会の名称

ＪＭＲＣ近畿ＳＳラリーシリーズ第○戦　　○○○ラリー

第２条　競技種目

ラリー競技開催規則の付則「スペシャルステージラリー開催規定」に

従ったスペシャルステージラリー

第３条　競技会の格式

ＪＡＦ公認：準国内格式競技　　　公認番号：２０１２－３３○○号

第４条　開催日程、開催場所および競技距離

１．２０１２年　　月　　日（　）～　　日（　）○日間

２．○○をスタート及びフィニッシュとする約　　　km
第５条　大会本部（ＨＱ）

１．所在地、名称、電話番号

２．大会本部開設および閉鎖時間

３．大会本部レイアウト図（別途）

第６条　競技内容

１．スペシャルステージの路面　　：

２．スペシャルステージ総走行距離：

３．スペシャルステージの数　　　：

４．セクションの数　　　　　　　：

５．レグの数　　　　　　　　　　：

６．レッキ：無・有（具体的な実施方法を明記）

第７条　オーガナイザー

ＪＡＦ登録加盟クラブ「名称、所在地、代表者氏名」

第８条　大会役員

組織委員長：

組織委員　：　　　　　　　　　組織委員　：

第９条　競技会主要役員

【審査委員会】

審査委員長　：　　　　　　　　（ＪＭＲＣ近畿派遣）

審査委員　　：　　　　　　　　（ＪＭＲＣ中部派遣）

【主要オフィシャル】

競技長　　　：　　　　　　　　　副競技長　　　：
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コース委員長：　　　　　　　　　計時委員長　　：

技術委員長　：　　　　　　　　　サービス管理者：

救急委員長　：　　　　　　　　　事務局長　　　：

第10条　参加申込および参加料
参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必

要事項を正確に記入し、参加料および保険料（オーガナイザーに保険加入

してもらう場合）を添えて行うこと（受付期間内必着）。

参加申込先および問合せ先（大会事務局）：　　参加受付期間：

提出書類：　　参加料：

その他（サービス他、有料の場合には全て記載）

第11条　競技会有効任意保険
競技参加者は当該競技会に有効な対人5000万円以上、対物200万円以上 
（免責10万円以下）、搭乗者500万円以上（搭乗者保険は、共済もしくはそ
れに準ずる制度でも可）の任意保険に加入しなければならない。

○ 未加入者は参加申込時に別紙保険料と参加車両の車検証の写しを必ず同
封すること。

○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書また
は保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。

第12条　競技のタイムスケジュール
レッキ受付：　　　　　　　　レッキブリーフィング：

レッキ開始終了：　　　　　　参加確認：

公式車両検査：　　　　　　　第一回審査委員会の日時：

ブリーフィング：　　　　　　スタート（１号車予定）：

ゴール（１号車予定）：　　　 暫定結果の発表日時：

再車両検査：　　　　　　　　表彰式：

第13条　賞典
第14条　暫定ラリー行程表（別添）

第３章　競技参加に関する基準規則
第15条　参加資格
１．競技参加者は当該年有効なＪＡＦ競技参加者許可証を所持していなければ

ならない。但し、クルーが競技参加者を兼ねる場合、この限りではない。

２．クルーは当該年有効なＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ以上を所持していること。

３．クルーは参加車両を運転するのに有効な運転免許証を所持していなければ

ならない。また、参加申込締切時点において、参加車両を運転するのに有 
効な運転免許を取得後１年以上経過していなければならない。

４．クルーが２０歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする

５．ＪＡＦ登録クラブ員で、かつ所属クラブ代表者が責任を持てる者。但し、

地方選手権クラスのみの参加の場合、この限りではない。

第16条　参加車両
2012年ＪＡＦ国内競技車両規則ラリー車両規定（ＲＮ・ＲＪ・ＲＦ）に従っ
た車両、ＪＡＦ中部近畿ラリー選手権各クラスと同じとする。シリーズ車

両区分の車両規則の他、下記の条件を満たすこと。

１．純正マフラーを装着していること。（メーカーオプション・メーカーおよ 
びディーラーアクセサリも装着不可）

２．各車両規定に定められている仕様の消火器を装備すること。

３．非常用停止表示板（三角）２枚、赤色灯、非常用信号灯、牽引用ロープ、

救急用品を携行していること。

４．すべてのＲＦ車両は、下記のロールケージを装着すること。

① ６点式＋左右のドアバーを基本構造としたロールケージを装着しなけれ
ばならない。

② 気筒容積が2000ccを超える車両については、少なくとも１本の斜行ス
トラットを取り付けなければならない。

５．メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト（３点式等）に加え、

４点式以上の安全ベルトを装備すること。

６．Ｓタイヤ（セミレーシングタイヤ）は使用できない。

タイヤメーカー ブランド名 使用不可タイヤ名称

ダンロップ

ブリヂストン

東洋ゴム

横浜ゴム

DIREZZA
POTENZA
PROXES
ADVAN

93J/98J/01J/02G/03G
520S/540S/55S/11S
FM9R/08R/881/888

021/032/038/039/048/050

メーカ問わず海外メーカ製、通称Ｓタイヤ等。但し、上記以外のタイヤで

もＳタイヤに準ずると判断された場合、猶予期間を待たず使用を禁止する

場合があるので、不明な点はオーガナイザーへ問い合わせすること。

７．１本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない（ただし、当

初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない）。

８．エアーフィルターカートリッジケースを変更することは出来ない。ただし、

フィルターエレメントの材質は自由とする。

９．メーカーラインオフ時に走行用前照灯が２灯式である車両については、道路

運送車両法を遵守することを条件に、走行用前照灯２灯の追加が認められる。

10．過給器付き車両へのエアリストリクター装着は任意とする。装着する場合
のサイズは、最大内径３３mm（外径３９mm未満）とする。ＤＥ－４クラ
スについては、エアリストリクターを装着しない場合は、ＥＣＵの変更・

改造は一切認められない。
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コース委員長：　　　　　　　　　計時委員長　　：

技術委員長　：　　　　　　　　　サービス管理者：

救急委員長　：　　　　　　　　　事務局長　　　：

第10条　参加申込および参加料
参加申込は、ＪＡＦ公認ラリー参加申込書（ＪＭＲＣ近畿統一様式）に必

要事項を正確に記入し、参加料および保険料（オーガナイザーに保険加入

してもらう場合）を添えて行うこと（受付期間内必着）。

参加申込先および問合せ先（大会事務局）：　　参加受付期間：

提出書類：　　参加料：

その他（サービス他、有料の場合には全て記載）

第11条　競技会有効任意保険
競技参加者は当該競技会に有効な対人5000万円以上、対物200万円以上 
（免責10万円以下）、搭乗者500万円以上（搭乗者保険は、共済もしくはそ
れに準ずる制度でも可）の任意保険に加入しなければならない。

○ 未加入者は参加申込時に別紙保険料と参加車両の車検証の写しを必ず同
封すること。

○ 当該競技会に有効な任意保険に加入済みの競技参加者は、保険証書また
は保険の加入を証明できる書類の写しを必ず同封すること。
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レッキ受付：　　　　　　　　レッキブリーフィング：

レッキ開始終了：　　　　　　参加確認：

公式車両検査：　　　　　　　第一回審査委員会の日時：

ブリーフィング：　　　　　　スタート（１号車予定）：

ゴール（１号車予定）：　　　 暫定結果の発表日時：

再車両検査：　　　　　　　　表彰式：

第13条　賞典
第14条　暫定ラリー行程表（別添）
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２．クルーは当該年有効なＪＡＦ国内競技運転者許可証Ｂ以上を所持していること。

３．クルーは参加車両を運転するのに有効な運転免許証を所持していなければ

ならない。また、参加申込締切時点において、参加車両を運転するのに有 
効な運転免許を取得後１年以上経過していなければならない。

４．クルーが２０歳未満の場合は、親権者の承諾を必要とする

５．ＪＡＦ登録クラブ員で、かつ所属クラブ代表者が責任を持てる者。但し、

地方選手権クラスのみの参加の場合、この限りではない。

第16条　参加車両
2012年ＪＡＦ国内競技車両規則ラリー車両規定（ＲＮ・ＲＪ・ＲＦ）に従っ
た車両、ＪＡＦ中部近畿ラリー選手権各クラスと同じとする。シリーズ車

両区分の車両規則の他、下記の条件を満たすこと。

１．純正マフラーを装着していること。（メーカーオプション・メーカーおよ 
びディーラーアクセサリも装着不可）

２．各車両規定に定められている仕様の消火器を装備すること。

３．非常用停止表示板（三角）２枚、赤色灯、非常用信号灯、牽引用ロープ、

救急用品を携行していること。

４．すべてのＲＦ車両は、下記のロールケージを装着すること。

① ６点式＋左右のドアバーを基本構造としたロールケージを装着しなけれ
ばならない。
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トラットを取り付けなければならない。

５．メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルト（３点式等）に加え、

４点式以上の安全ベルトを装備すること。

６．Ｓタイヤ（セミレーシングタイヤ）は使用できない。

タイヤメーカー ブランド名 使用不可タイヤ名称

ダンロップ

ブリヂストン
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横浜ゴム

DIREZZA
POTENZA
PROXES
ADVAN

93J/98J/01J/02G/03G
520S/540S/55S/11S
FM9R/08R/881/888

021/032/038/039/048/050

メーカ問わず海外メーカ製、通称Ｓタイヤ等。但し、上記以外のタイヤで

もＳタイヤに準ずると判断された場合、猶予期間を待たず使用を禁止する

場合があるので、不明な点はオーガナイザーへ問い合わせすること。

７．１本または複数のスペアホイールを搭載しなければならない（ただし、当

初の車両に搭載されていない場合はこの限りではない）。

８．エアーフィルターカートリッジケースを変更することは出来ない。ただし、

フィルターエレメントの材質は自由とする。

９．メーカーラインオフ時に走行用前照灯が２灯式である車両については、道路

運送車両法を遵守することを条件に、走行用前照灯２灯の追加が認められる。

10．過給器付き車両へのエアリストリクター装着は任意とする。装着する場合
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スについては、エアリストリクターを装着しない場合は、ＥＣＵの変更・

改造は一切認められない。
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第17条　参加台数
参加台数は、原則として全クラスを通じ最大６０台とする。申込台数が

６０台を超えた場合は、競技会組織委員会の選考により決定する。

第18条　クラス区分
参加車両は下記の気筒容積別にクラス区分される。過給器付きエンジンの換算係

数はガソリンエンジンの場合×１. ７、ディーゼルエンジンの場合×１. ５とする
ＤＥ-２クラス　気筒容積1500cc以下の車両
ＤＥ-３クラス　気筒容積1500ccを超え3000cc以下の車両
ＤＥ-４クラス　気筒容積3000ccを超える車両

第19条　参加受理
１．正式参加受理は、参加申込締切後５日以内に各参加者宛通知する。

２．オーガナイザーは、理由を示すことなく参加拒否する権限がある。

３．参加不受理の場合は、事務諸経費2,000円を差し引いて参加料を返還する。
また、正式参加受理後、参加料および提出書類は一切返還されない。

４．正式参加受理後のクルーの変更は認められない。但し、競技会審査委員会

が認めた場合はこの限りではない。

５．参加車両の変更は、同一クラス内に限り競技会３日前までに競技会審査委

員会が認めた場合変更できる。

６．正式参加受理後の全ての変更は、参加者が理由を付した正式文書に変更手

数料2,000円を添えてオーガナイザーに届けるものとし、競技会審査委員 
会の承認を必要とする。

第４章　競技に関する基準規則
第20条　競技会受付（参加確認）

競技会受付では、競技参加者許可証、参加受理書、クルーの運転免許証・

競技運転者許可証・健康管理カード・ＪＭＲＣ近畿登録会員証、参加車両

の自動車検査証・自動車損害賠償責任保険証、ラリー競技に有効な自動車

保険証書（加入が明確に確認できるもの、写し等は不可）・参加車両申告 
書等必要書類を速やかに提出すること。

第21条　車両検査
技術委員により参加車両の検査、サービス作業の管理およびマーキング・

封印を行う場合がある。車両検査の合否の最終的な判定は技術委員長の判

断となる。

１．クルーは車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、

パンフレット等（新型車解説書、整備解説書等を含む）を、常に携帯するこ

と。また公認車両は前記書類の他に公認書および公認付属書も携帯すること。

２．車両検査はタイムスケジュールに従って指定の場所で受けなければならな

い。車両検査を受けていない場合（競技会審査委員会が不可抗力と認めた

場合を除く）および車両検査不合格の場合（競技会審査委員会は規則に合

致させるための限られた修復時間を与える場合がある）はそれ以降の出走

はできない。

３．ラリー終了後、指示された車両に対し最終車両検査を行う。また、競技会

審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは抗議

の内容により必要とされる場合、分解を伴う検査を行う。最終車両検査の

対象になった競技参加者はその指示に従うこと。その際の分解、組付けに

必要な工具・部品・費用は全て競技参加者の負担とする。

４．ＳＳラリーシリーズで重量測定の確認を行う場合は下記の通りとする。

① 出走前車検で測定を行う場合はガソリン満タン（残燃料に関係なく満タ
ンとみなす）で、冷却水（クーラント）以外の水は空とし、安全装備 
（ロールケージ、消火器、シートベルト等）は装着し、搭乗者、搭載物、

工具およびジャッキは降ろした状態で計測を行う。※クーラント以外の

水が搭載されている場合は、その重量を計測値より減じた値となる。ま

た、ＲＪ・ＲＦ車両についてはスペアホイールの重量は含まれない、Ｒ

Ｎ車両は１本だけ搭載した状態で計測する。

② その他車検時は上記方法に残燃料により算出（比重０. ７４kg/Ｌ）した
重量を加味して行う。

③ 登録車両（ＲＪ）は同一型式で最も軽いカタログ重量に、安全装備の重
量として３５kgを加えた値を基準とする。（カタログ重量はＪＡＦスポ 
ーツ参照）

④ 公認車両（ＲＮ）は公認書記載の重量に燃料重量と３５kg（安全装備
の重量）を加えた値を加算したものを基準とする。（公認重量＋燃料重 
量＋３５kg）

⑤ ＲＦ車両（ＲＦ）はカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料
タンク容量に比重０. ７４を乗じた値を減じ、これに安全装備の重量と
して３５kgを加えた値とする。ただし気筒容積が2000cc以下の車両に
ついては、上記３５kgを加えない値とする。

第22条　タイムコントロール
オフィシャルの用意する時計によって計時される。

第23条　順位決定
競技減点合計とペナルティの和をもって総減点とし、総減点の少ないもの

を上位とする。

総減点が同じ場合は下記の順により順位を決定する。

１．最初のタイムトライアル区間の減点が少ない者。

２．次のタイムトライアル区間の減点が少ない者。
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第17条　参加台数
参加台数は、原則として全クラスを通じ最大６０台とする。申込台数が

６０台を超えた場合は、競技会組織委員会の選考により決定する。

第18条　クラス区分
参加車両は下記の気筒容積別にクラス区分される。過給器付きエンジンの換算係

数はガソリンエンジンの場合×１. ７、ディーゼルエンジンの場合×１. ５とする
ＤＥ-２クラス　気筒容積1500cc以下の車両
ＤＥ-３クラス　気筒容積1500ccを超え3000cc以下の車両
ＤＥ-４クラス　気筒容積3000ccを超える車両

第19条　参加受理
１．正式参加受理は、参加申込締切後５日以内に各参加者宛通知する。

２．オーガナイザーは、理由を示すことなく参加拒否する権限がある。

３．参加不受理の場合は、事務諸経費2,000円を差し引いて参加料を返還する。
また、正式参加受理後、参加料および提出書類は一切返還されない。

４．正式参加受理後のクルーの変更は認められない。但し、競技会審査委員会

が認めた場合はこの限りではない。

５．参加車両の変更は、同一クラス内に限り競技会３日前までに競技会審査委

員会が認めた場合変更できる。

６．正式参加受理後の全ての変更は、参加者が理由を付した正式文書に変更手

数料2,000円を添えてオーガナイザーに届けるものとし、競技会審査委員 
会の承認を必要とする。

第４章　競技に関する基準規則
第20条　競技会受付（参加確認）

競技会受付では、競技参加者許可証、参加受理書、クルーの運転免許証・

競技運転者許可証・健康管理カード・ＪＭＲＣ近畿登録会員証、参加車両

の自動車検査証・自動車損害賠償責任保険証、ラリー競技に有効な自動車

保険証書（加入が明確に確認できるもの、写し等は不可）・参加車両申告 
書等必要書類を速やかに提出すること。

第21条　車両検査
技術委員により参加車両の検査、サービス作業の管理およびマーキング・

封印を行う場合がある。車両検査の合否の最終的な判定は技術委員長の判

断となる。

１．クルーは車両の主要諸元を証明するための当該自動車製造者発行のカタログ、

パンフレット等（新型車解説書、整備解説書等を含む）を、常に携帯するこ

と。また公認車両は前記書類の他に公認書および公認付属書も携帯すること。

２．車両検査はタイムスケジュールに従って指定の場所で受けなければならな

い。車両検査を受けていない場合（競技会審査委員会が不可抗力と認めた

場合を除く）および車両検査不合格の場合（競技会審査委員会は規則に合

致させるための限られた修復時間を与える場合がある）はそれ以降の出走

はできない。

３．ラリー終了後、指示された車両に対し最終車両検査を行う。また、競技会

審査委員会または競技会技術委員長が必要と判断した場合、もしくは抗議

の内容により必要とされる場合、分解を伴う検査を行う。最終車両検査の

対象になった競技参加者はその指示に従うこと。その際の分解、組付けに

必要な工具・部品・費用は全て競技参加者の負担とする。

４．ＳＳラリーシリーズで重量測定の確認を行う場合は下記の通りとする。

① 出走前車検で測定を行う場合はガソリン満タン（残燃料に関係なく満タ
ンとみなす）で、冷却水（クーラント）以外の水は空とし、安全装備 
（ロールケージ、消火器、シートベルト等）は装着し、搭乗者、搭載物、

工具およびジャッキは降ろした状態で計測を行う。※クーラント以外の

水が搭載されている場合は、その重量を計測値より減じた値となる。ま

た、ＲＪ・ＲＦ車両についてはスペアホイールの重量は含まれない、Ｒ

Ｎ車両は１本だけ搭載した状態で計測する。

② その他車検時は上記方法に残燃料により算出（比重０. ７４kg/Ｌ）した
重量を加味して行う。

③ 登録車両（ＲＪ）は同一型式で最も軽いカタログ重量に、安全装備の重
量として３５kgを加えた値を基準とする。（カタログ重量はＪＡＦスポ 
ーツ参照）

④ 公認車両（ＲＮ）は公認書記載の重量に燃料重量と３５kg（安全装備
の重量）を加えた値を加算したものを基準とする。（公認重量＋燃料重 
量＋３５kg）

⑤ ＲＦ車両（ＲＦ）はカタログに記載された車両重量から当該車両の燃料
タンク容量に比重０. ７４を乗じた値を減じ、これに安全装備の重量と
して３５kgを加えた値とする。ただし気筒容積が2000cc以下の車両に
ついては、上記３５kgを加えない値とする。

第22条　タイムコントロール
オフィシャルの用意する時計によって計時される。

第23条　順位決定
競技減点合計とペナルティの和をもって総減点とし、総減点の少ないもの

を上位とする。

総減点が同じ場合は下記の順により順位を決定する。

１．最初のタイムトライアル区間の減点が少ない者。

２．次のタイムトライアル区間の減点が少ない者。

58 59



第24条　罰則
本競技については、国内競技規則「スペシャルステージラリーに適用され

る罰則」が適用される。

第５章　競技会の延期、中止、または短縮
第25条　競技会の延期、中止、または短縮
１．競技会審査委員会は保安上もしくは不可抗力などにより競技の運営に支障

がある場合、競技会の延期、中止、短縮および内容の変更を決定すること

ができる。

２．延期されたために競技会への参加が不可能となった場合、オーガナイザー

の指示する期間内に返還要求を行うことにより参加料は返還される。

３．中止になった場合、参加料は返還される。

４．競技の進行が全ての参加車両に対して、不可能または著しい障害になった場合

または他に及ぼす影響等で競技の続行ができなくなった場合、競技会審査委員

会の承認のもと競技長の判断により、打ち切りおよび特定区間の中断を行う。

５．競技が打ち切りになった場合の成績は、競技打ち切り時点までにおけるも

のとし競技は成立する。また、打ち切りおよび特定区間の中断により、ク

ラスごとに採点される区間が異なる場合がある。

第６章　損害の補償
第26条　損害の補償
１．競技参加者、クルーは参加車両およびその付属品が破損した場合および第三者に損

害を与えた場合、その修復等に対する責任を自己が負わなければならない。

２．競技参加者、クルーはＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、オフィシャル、

道路管理者、警察および関係省庁が一切の損害事故の責任を免除されてい

ることを了承しなければならない。すなわち競技役員がその役務遂行に最

善を尽くすことはもちろんであるが、競技参加者、クルー、サービス員の

負傷、死亡その他車両の損害賠償に対してＪＡＦ、オーガナイザー、大会

役員、オフィシャル、道路管理者、警察および関係省庁は一切補償責任を

負わない。

３．競技参加者、クルー、サービス員が競技中に起こしたオーガナイザーおよ

び役員車またその設備や道路関係施設、会場施設・備品、樹木等の事故は

いかなる場合も競技参加者が責任をもって賠償するものとする。

第７章　規則の解釈および施行
第27条　罰則について

競技参加者、クルー、サービス員その他の何人であっても、ＦＩＡ国際競

技規則、同付則およびＪＡＦ国内競技規則、同付則、本共通規則、競技会

特別規則、ＪＡＦの告示、公式通知のいずれかに違反するときはＪＡＦ国

内競技規則に従い罰則（訓戒・罰金・競技会出場停止・資格停止・資格取 
消）を競技会審査委員会またはＪＡＦの決定により課される。

第28条　本共通規則の解釈
本共通規則、競技会特別規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生

じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。

第29条　本共通規則の施行ならびに記載されていない事項
１．本共通規則の適用は本シリーズ競技会に適用されるもので参加確認と同時

に有効となる。

２．本共通規則に記載されていない競技に関する事項は、ＪＡＦ国内競技規則、

同付則に従う。

３．公式通知はその示す範囲において、すでに示された事項に優先する。

４．各規則書発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先

する。

以上

２０１２年 
ＪＭＲＣ近畿ラリーシリーズ規定

１．目　的

ＪＭＲＣ近畿ラリーシリーズとして、参加者及びオーガナイズクラブ間の親睦

を図り、ラリー競技およびＪＭＲＣ近畿の発展を目的とする。

２．シリーズ

アベレージラリー、ＳＳラリーの２シリーズとする。

３．部　門

アベレージラリーシリーズはドライバー及びナビゲーター部門の２部門とする。

ＳＳラリーシリーズはドライバー及びコ・ドライバー部門の２部門とする。

４．クラス区分

①アベレージラリーシリーズ

排気量区分なし

②ＳＳラリーシリーズ
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第24条　罰則
本競技については、国内競技規則「スペシャルステージラリーに適用され

る罰則」が適用される。

第５章　競技会の延期、中止、または短縮
第25条　競技会の延期、中止、または短縮
１．競技会審査委員会は保安上もしくは不可抗力などにより競技の運営に支障

がある場合、競技会の延期、中止、短縮および内容の変更を決定すること

ができる。

２．延期されたために競技会への参加が不可能となった場合、オーガナイザー

の指示する期間内に返還要求を行うことにより参加料は返還される。

３．中止になった場合、参加料は返還される。

４．競技の進行が全ての参加車両に対して、不可能または著しい障害になった場合

または他に及ぼす影響等で競技の続行ができなくなった場合、競技会審査委員

会の承認のもと競技長の判断により、打ち切りおよび特定区間の中断を行う。

５．競技が打ち切りになった場合の成績は、競技打ち切り時点までにおけるも

のとし競技は成立する。また、打ち切りおよび特定区間の中断により、ク

ラスごとに採点される区間が異なる場合がある。

第６章　損害の補償
第26条　損害の補償
１．競技参加者、クルーは参加車両およびその付属品が破損した場合および第三者に損

害を与えた場合、その修復等に対する責任を自己が負わなければならない。

２．競技参加者、クルーはＪＡＦ、オーガナイザー、大会役員、オフィシャル、

道路管理者、警察および関係省庁が一切の損害事故の責任を免除されてい

ることを了承しなければならない。すなわち競技役員がその役務遂行に最

善を尽くすことはもちろんであるが、競技参加者、クルー、サービス員の

負傷、死亡その他車両の損害賠償に対してＪＡＦ、オーガナイザー、大会

役員、オフィシャル、道路管理者、警察および関係省庁は一切補償責任を

負わない。

３．競技参加者、クルー、サービス員が競技中に起こしたオーガナイザーおよ

び役員車またその設備や道路関係施設、会場施設・備品、樹木等の事故は

いかなる場合も競技参加者が責任をもって賠償するものとする。

第７章　規則の解釈および施行
第27条　罰則について

競技参加者、クルー、サービス員その他の何人であっても、ＦＩＡ国際競

技規則、同付則およびＪＡＦ国内競技規則、同付則、本共通規則、競技会

特別規則、ＪＡＦの告示、公式通知のいずれかに違反するときはＪＡＦ国

内競技規則に従い罰則（訓戒・罰金・競技会出場停止・資格停止・資格取 
消）を競技会審査委員会またはＪＡＦの決定により課される。

第28条　本共通規則の解釈
本共通規則、競技会特別規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生

じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。

第29条　本共通規則の施行ならびに記載されていない事項
１．本共通規則の適用は本シリーズ競技会に適用されるもので参加確認と同時

に有効となる。

２．本共通規則に記載されていない競技に関する事項は、ＪＡＦ国内競技規則、

同付則に従う。

３．公式通知はその示す範囲において、すでに示された事項に優先する。

４．各規則書発行後、ＪＡＦによって決定された事項は、すべての規則に優先

する。

以上

２０１２年 
ＪＭＲＣ近畿ラリーシリーズ規定

１．目　的

ＪＭＲＣ近畿ラリーシリーズとして、参加者及びオーガナイズクラブ間の親睦

を図り、ラリー競技およびＪＭＲＣ近畿の発展を目的とする。

２．シリーズ

アベレージラリー、ＳＳラリーの２シリーズとする。

３．部　門

アベレージラリーシリーズはドライバー及びナビゲーター部門の２部門とする。

ＳＳラリーシリーズはドライバー及びコ・ドライバー部門の２部門とする。

４．クラス区分

①アベレージラリーシリーズ

排気量区分なし

②ＳＳラリーシリーズ
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ＤＥ－２クラス　　排気量1,500cc以下の車両
ＤＥ－３クラス　　排気量1,500ccを超え3,000cc以下の車両
ＤＥ－４クラス　　排気量3,000ccを超える車両
※ 各競技会において、各クラス出走台数が３台に満たなかった場合、該当クラ
スは不成立となり隣接する上位クラスに編入される。

５．参加資格

ＪＭＲＣ近畿ラリー共通規則書の参加資格のとおりとする。

６．保険

参加者は、当該競技に有効な下記の条件以上の任意保険に加入しなければならない。

対人　　 ５，０００万円以上
対物　　 ２００万円以上（免責１０万円以下）
搭乗者　 ５００万円以上

但し、搭乗者については、ＪＭＲＣ登録会員であれば加入しなくてもよい。

※：アベレージラリーを除く。ただし、競技会特別規則に加入が義務付けられ

ている場合は、それに従うこと

７．ポイント

①競技会毎に各クラス、下記ポイントを与える。

順　位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 完走

得　点 １０ ８ ６ ４ ３ ２ １

全出走台数が１０台に満たなかった場合は、シリーズ戦として成立せず、ポイ

ントは与えられない。

②ポイント対象者

ポイント対象者は、各競技会参加時点においてＪＭＲＣ近畿正会員クラブに所

属するＪＭＲＣ近畿登録会員のみとする。その他の者が入賞した場合のポイン

トは繰り上げる。

③ 所属クラブが３月３１日までにＪＭＲＣ近畿事務局に正会員クラブ登録を完了
していること。

④有効ポイント

＊アベレージラリーシリーズ全７戦の内、高得点順に６戦を対象とする。

＊ＳＳラリーシリーズ全戦を有効ポイント対象とする。

⑤シリーズ順位

有効ポイント合計点数の多い者を上位とし、順位を決定する。

⑥合計ポイントが同点の場合の処置

合計ポイントが同点の場合は、下記のとおりとする。

１）各有効ポイントを二乗し、その合計が多い順に上位とする。

２）１）で同点の場合は、有効ポイントにクラス出走台数を乗じたものの合計が

多い順に上位とする。

３）１）及び２）で同点の場合はポイントを得た競技会において各競技会の同ク

ラス１位の者との減点の差の合計が少ないものを上位とする。また、クラス

１位の場合は２位との差が大きいものを上位とする。

８．競技規則違反

ＪＡＦ国内競技車両規則違反に起因する失格を決定された場合、及び再車検の

拒否、道路交通法違反または事故による検挙、妨害行為、不正行為、競技関係

者への暴言・暴行など、著しいスポーツ精神に反する行為、反社会的な行為が

あった場合、シリーズポイントの剥奪と、それ以後本年度のシリーズ戦競技会

への参加の拒否については、ＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会にて決定する。

９．シリーズ表彰

①アベレージラリーシリーズ

アベレージラリーシリーズは総合クラス３位までとし、参加台数により変更す

る場合がある。

②ＳＳラリーシリーズ

ＳＳラリーシリーズのＤＥ－２・ＤＥ－３・ＤＥ－４クラスとし、各クラスの

出場平均人数の３０％で算出し、参加台数により変更する場合がある。但し、

最大６位までとする。

10．シリーズ表彰式
2012年ＪＭＲＣ近畿表彰式にて行う。

11．入賞者の義務
入賞者はシリーズ表彰式への出席を義務付ける。

12．本シリーズ規定の解釈
本規定の解釈に疑義が生じた場合は、ＪＭＲＣ近畿運営委員会の決定を最終とする。

13．規定の施行
本規定は2012年１月１日より施行する。
本規定の改定、追加項目に関してはＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会ホームページ

にて公示する。

 以　上
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ＤＥ－２クラス　　排気量1,500cc以下の車両
ＤＥ－３クラス　　排気量1,500ccを超え3,000cc以下の車両
ＤＥ－４クラス　　排気量3,000ccを超える車両
※ 各競技会において、各クラス出走台数が３台に満たなかった場合、該当クラ
スは不成立となり隣接する上位クラスに編入される。

５．参加資格

ＪＭＲＣ近畿ラリー共通規則書の参加資格のとおりとする。

６．保険

参加者は、当該競技に有効な下記の条件以上の任意保険に加入しなければならない。

対人　　 ５，０００万円以上
対物　　 ２００万円以上（免責１０万円以下）
搭乗者　 ５００万円以上

但し、搭乗者については、ＪＭＲＣ登録会員であれば加入しなくてもよい。

※：アベレージラリーを除く。ただし、競技会特別規則に加入が義務付けられ

ている場合は、それに従うこと

７．ポイント

①競技会毎に各クラス、下記ポイントを与える。

順　位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 完走

得　点 １０ ８ ６ ４ ３ ２ １

全出走台数が１０台に満たなかった場合は、シリーズ戦として成立せず、ポイ

ントは与えられない。

②ポイント対象者

ポイント対象者は、各競技会参加時点においてＪＭＲＣ近畿正会員クラブに所

属するＪＭＲＣ近畿登録会員のみとする。その他の者が入賞した場合のポイン

トは繰り上げる。

③ 所属クラブが３月３１日までにＪＭＲＣ近畿事務局に正会員クラブ登録を完了
していること。

④有効ポイント

＊アベレージラリーシリーズ全７戦の内、高得点順に６戦を対象とする。

＊ＳＳラリーシリーズ全戦を有効ポイント対象とする。

⑤シリーズ順位

有効ポイント合計点数の多い者を上位とし、順位を決定する。

⑥合計ポイントが同点の場合の処置

合計ポイントが同点の場合は、下記のとおりとする。

１）各有効ポイントを二乗し、その合計が多い順に上位とする。

２）１）で同点の場合は、有効ポイントにクラス出走台数を乗じたものの合計が

多い順に上位とする。

３）１）及び２）で同点の場合はポイントを得た競技会において各競技会の同ク

ラス１位の者との減点の差の合計が少ないものを上位とする。また、クラス

１位の場合は２位との差が大きいものを上位とする。

８．競技規則違反

ＪＡＦ国内競技車両規則違反に起因する失格を決定された場合、及び再車検の

拒否、道路交通法違反または事故による検挙、妨害行為、不正行為、競技関係

者への暴言・暴行など、著しいスポーツ精神に反する行為、反社会的な行為が

あった場合、シリーズポイントの剥奪と、それ以後本年度のシリーズ戦競技会

への参加の拒否については、ＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会にて決定する。

９．シリーズ表彰

①アベレージラリーシリーズ

アベレージラリーシリーズは総合クラス３位までとし、参加台数により変更す

る場合がある。

②ＳＳラリーシリーズ

ＳＳラリーシリーズのＤＥ－２・ＤＥ－３・ＤＥ－４クラスとし、各クラスの

出場平均人数の３０％で算出し、参加台数により変更する場合がある。但し、

最大６位までとする。

10．シリーズ表彰式
2012年ＪＭＲＣ近畿表彰式にて行う。

11．入賞者の義務
入賞者はシリーズ表彰式への出席を義務付ける。

12．本シリーズ規定の解釈
本規定の解釈に疑義が生じた場合は、ＪＭＲＣ近畿運営委員会の決定を最終とする。

13．規定の施行
本規定は2012年１月１日より施行する。
本規定の改定、追加項目に関してはＪＭＲＣ近畿ラリー専門部会ホームページ

にて公示する。
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